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予算審査特別委員会の概要について 

（報  告） 

 

１．日  時   令和４年９月１４日（火） 

午前１０時００分  開 会 

午前１１時３９分  閉 会 

 

２．場  所   公会堂 第８・９・１０集会室 

 

３．出席委員   委 員 長  澤 口 正 義   副委員長  下 山 光 義 

委  員  舩 見 昌 功   委  員  遠 藤 泰 子 

委  員  佐々木 卓 也   委  員  小比類巻 雅彦 

委  員  馬 場 騎 一   委  員  堤   喜一郎 

議  長  堀   光 雄 

 

４．欠席委員   なし 

 

５．傍聴議員   議  員  奥 本 菜保巳 

 

６．説 明 員   市長 ほか 

 

７．事務局職員   事務局長  長 根 正 登   議事総務係長  白 銀 壮太郎 

主  査  中 嶋 泰 史 

 

７．案  件   議案第４７号及び議案第４８号の計２件 

 

８．会議概要 

澤口委員長：おはようございます。 

 定足数に達しておりますので、会議は成立いたします。 

 ただいまより、予算審査特別委員会を開会いたします。 

 本委員会には、去る９月９日の本会議において、議案第４７号及び議案第４８号の計２

件が付託されています。 

 議案１件ごとに審査してまいりたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

澤口委員長：御異議なしと認めます。 

 それでは、議案１件ごとに審査をしてまいります。 

 なお、質疑は一問一答方式でお願いいたします。 

 議案第４７号令和４年度三沢市一般会計補正予算（第５号）を議題といたします。 
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 当局の説明を願います。 

 財務部長。 

高橋財務部長：おはようございます。 

 それでは、議案第４７号令和４年度三沢市一般会計補正予算（第５号）の概要について

御説明申し上げます。 

 今回の補正予算は、原油価格・物価高騰対策に要する経費の予算措置のほか、現年度の

事業実績に伴う国庫負担金等の精査に要する経費及び緊要な一般行政経費の補正でありま

す。この結果、補正総額は歳入歳出ともに７億７,２９０万円の増額補正で、既定額の累計

では２７３億１,０４０万円とするものであります。 

 それでは、予算書の２ページ及び３ページの第１表、歳入歳出予算補正に基づき、主な

ものを歳入から御説明いたします。 

 １５款の国庫支出金につきましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金の計上など、総額で２億９,４１５万３,０００円を増額しております。 

 １６款の県支出金につきましては、子育て世帯臨時特別給付事業費補助金の計上など、

総額で２億１００万４,０００円を増額しております。 

 ２０款の繰越金につきましては、前年度繰越金として２億２,６３３万１,０００円を増額

しております。 

 ２１款の諸収入につきましては、前年度の事業実績に伴う国庫負担金等の追加交付金の

計上など、総額で５,１０４万２,０００円を増額しております。 

 次に、３ページの歳出の主なものについて御説明いたします。 

 ２款の総務費につきましては、特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金費の増額など

総額で３億７,９６３万５,０００円を増額しております。 

 ３款の民生費につきましては、物価高騰に対する生活困窮世帯助成金給付事業費の計上

など、総額で４億２,６４７万７,０００円を増額しております。 

 ４款の衛生費につきましては、水道料金負担軽減事業費の計上など、総額で９,００５万

３,０００円を増額しております。 

 ５款の労働費につきましては、勤労青少年体育施設運営費として３４７万２,０００円を

増額しております。 

 ６款の農林水産事業費につきましては、市営牧場改修事業として３８５万円を増額して

おります。 

 ８款の土木費につきましては、公営住宅等早期総合改善事業の増額など、総額で２,６３

６万６,０００円を増額しております。 

 １０款の教育費につきましては、アイスアリーナ改修事業の減額など、総額で１億５,４

６７万６,０００円を減額しております。 

 以上が、令和４年度三沢市一般会計補正予算（第５号）の概要であります。 

 よろしくお願い申し上げます。 

澤口委員長：それでは、質疑を行います。 

 小比類巻委員。 

小比類巻委員：私のほうから質問させていただきます。 
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 ４８ページ、市民の森の支障木伐採業務委託料、これ、市民の森のどの辺を切る予定な

のでしょうか。すみません、ちょっと教えてください。 

澤口委員長：産業観光課長。 

中村産業観光課長：ただいまの場所について御説明いたします。 

 こちらの伐採場所につきましては、市民の森の入口部分といいますか、住友化学と隣接

している場所でして、住友化学のフェンスに沿って道路があるのですが、その道路の反対

側が林になってございます。その林のほうで、ここ数年、冬の特に重い雪等で倒木が結構

ございまして、かなり住友化学のほうに御迷惑をおかけしていたものですから、ある程度

の幅、実際には２０メートル幅でその道路、住友化学と隣接している部分を伐採するもの

でございます。 

澤口委員長：小比類巻委員。 

小比類巻委員：私的にこの３４７万円というの、切る、私たちも木のほうには専門的なも

のですから、どういう木を切るのかちょっと、それこそ雑木なのか松なのかその辺はちょ

っと分からないのですけれども、用材にも多分適さない木を切るのかなと。そうすると、

ウッドチップに売れるのですよね。３４７万円もかけて切るというのは、これはちょっと、

あれ、何かこれ、相殺したらそんなにかからないのではないのかなと、その辺の試算、ど

ういう試算の仕方をしたか、ちょっと教えてください。 

澤口委員長：産業観光課長。 

中村産業観光課長：先ほど、場所の説明をいたしました。幅を２０メートルというふうに

言ったのですけれども、２０メートル幅で長さ８００メートルほどかなりの距離を伐採す

る計画になってございます。見積りにつきましては、上十三森林組合のほうから取ってお

りまして、かなりの人数が必要になるということで、ちょっと３００万円ぐらいになって

しまっておりますけれども、今、委員のほうからお話があったように、利用価値のあまり

少ない森林になっておりましたので、有効利用がなかなか難しいため、ただ単なる伐採と

いう形だけ取らせていただいております。 

 以上です。 

澤口委員長：小比類巻委員。 

小比類巻委員：何でこんな質問するかというと、最近、木を切るの、勝手に何か市のほう

で切っているような気がして、アイスアリーナの前もそうだし、この間の三沢公園の件も

そうだし、やはり木を切るというのは、私、すごい木にこだわりあって、だから勝手に市

のほうでばんばん切って、それで今の話ではないのだけれども、抜根もしていない、景観

も悪いというのも考えながらやって、やはり木というのは愛着あるのですよね、市民の森

公園なんかでも。やはり木とともに育った人生ってあると思うのです。今切るところは、

確かに住友に迷惑をかけているから切るというのだけれども、３４７万円もかけて、それ

で抜根もするのでしょうか。 

澤口委員長：産業観光課長。 

中村産業観光課長：伐採のみで、抜根とか運び出しまでは実施する予定はございませんで、

あくまでも危険除去のための作業になっております。その木の有効活用のためには、今回

みたいな伐採だけではなくて、常日頃からの管理も必要だと思っておりましたので、今後、
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そちらのほうも計画的に進められればと思っておりました。 

澤口委員長：小比類巻委員。 

小比類巻委員：見積りなのですけれども、ただ、何社か取られたのかその辺ちょっと分か

らないのだけれども、俺的にはすごい金額張っているなと。やはり何社かから取ってやっ

て、やはり市の財産、そこそこに金かけるというのは、非常になんかもったいないなとい

う気がするのです。ですから、その辺も十分注意しながら、木を切るときはやはり市民の

人たちに、ここの木を切りますよとか、何か公示して分かるよう、私たちも愛着があるか

ら、その辺、もう少し何とかしてくれないかという、もう勝手に切られて、あら、なくな

ってしまった。この間の佐々木委員の話ではないですけれども、やはりそこそこにすごく

こう、木に対する愛着というのは、地元の意識っていうの、神社なんかもそうではないで

すかね、でかい木があって、ともに生きてきたという思いがあるのです。ですから、木を

あまり粗末にしないで、ぜひ大切に扱ってもらいたいなと。よろしくお願いいたします。 

 ２点目、昨日のお話になっていたのですけれども、６２ページ。今日の補正で話が出る

と言っていたのですけれども、ワクチンの件なのですけれども、キットの件なのですけれ

ども、何人ぐらいのキットの、小中学生の全員に行き渡るのでしょうか。その辺ちょっと

聞かせてください。 

澤口委員長：教育総務課長。 

岡部教育委員会事務局参事兼教育総務課長：ただいまの小比類巻委員の質問にお答えいた

します。 

 購入数量でございますけれども、前回購入した個数が３,５００人全員分に行き渡るよう

な個数を準備したのですけれども、今回購入するのは抗原性検査キット８００、あとＰＣ

Ｒ検査キット８００、計１,６００で準備をしております。 

 以上です。 

澤口委員長：小比類巻委員。 

小比類巻委員：１,６００を準備したと。今、それで、多分小中学校、修学旅行に入るので

すよね。今の話だと、何か上小は今週の木・金、１泊２日で函館のほうに行く。その前に

検査をして、それで送り出すという話なのですけれども、その辺、日程的にいつ頃にこう。

あまり早くやっても、多分、検査しても当日になったら感染していたということもあり得

るのですよね。ですから、その辺どういうふうに、検査しながら修学旅行に送り出すのか、

その辺ちょっと聞かせて。 

澤口委員長：教育総務課長。 

岡部教育委員会事務局参事兼教育総務課長：ただいまの質問にお答えいたします。 

 利用につきましては、昨日もちょっとお話しさせていただいたのですが、各学校に利用

についてはお任せをしているような状況です。こちらで修学旅行に行く前に使ってくださ

いという形では渡してないということです。ただ、今回、８００という個数を準備させて

いただいたのですけれども、ＰＣＲ検査キットにつきましては、どちらもそうなのですが、

学校側へ聞き取りをいたしまして、どのくらい、どの程度必要かというところの聞き取り

をした形で、学年分、最大の学年分の数量があれば取りあえず足りるということで、その

各学年の最大数で各学校分ということで８００という数字を出しております。現在まで、
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修学旅行とかで利用した学校、今までのキットを使って利用された学校もあれば、これか

ら今後修学旅行で使いたいというような形の要望もあるということで、先ほどもあれです

けれども、利用状況につきましては、各学校にお任せしているというような状況でござい

ます。 

 以上です。 

澤口委員長：小比類巻委員。 

小比類巻委員：それで、小中学生の生徒数、市内の、何人ですか。 

澤口委員長：教育総務課長。 

岡部教育委員会事務局参事兼教育総務課長：ただいまの質問にお答えいたします。 

 令和４年５月１日現在になるのですけれども、こちらで小学校で２,００５人、中学校で

１,０２１人、合わせて３,０２６人の児童生徒数があります。 

 以上です。 

澤口委員長：小比類巻委員。 

小比類巻委員：３,０２６人に１,６００しかキット準備していないというのは、ちょっと物

足りないと思いませんか。これで十分足りると思いますか。やるのであったらやはり、児

童生徒を守るということであれば、人数分ぐらいを押さえておくのが普通ではないのかな

と思うのだけれども、すみません、どういう管理をしているのですか。 

澤口委員長：教育総務課長。 

岡部教育委員会事務局参事兼教育総務課長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

 委員御指摘のように、やはりあるに越したことはないということは重々承知しておりま

す。ただ、こちらのほう、前回もそうだったのですが、あくまでも使用に関しては任意と

いう形を取らせていただいております。というのは、送料がやはりかかるということで、

強制がまずできないというところもあるのですが、学校での利用状況等も踏まえた上で８

００という数字を出しています。逆に抗原性検査キット、今８００購入するのですけれど

も、そちらにつきましては、濃厚接触者で待機する期間を短縮する上でかなり有効だとい

うことで、厚生労働省からも出されておりまして、そちらのほうを逆に欲しいという学校

側の意見もございまして、今回、こういう形の８００、８００という形で要望させていた

だいております。 

 以上です。 

澤口委員長：小比類巻委員。 

小比類巻委員：何回もしつこく質問しませんが、やはりそこ、現場と、事務方のやはり現

場のほうで欲しい数あると思うのです。事務方のほうで理論的にはこうだとしゃべりなが

らでも、やはりそうではない、やはり現場の声をきちんと聞きながら子供たちの安全を守

ってあげないと。何でこういうことを言うかといえば、やはり子供たちから感染する家族、

そしておじいちゃん、おばあちゃん、その流れが非常に強いのかな。そこを抑えれば感染

も段々少なくなってくるし、やはりある程度、第一はやはり子供たちの安全を守るという

ことが第一だと思うのです。現場の声をきちんと聞きながらやらないと、ただ数だけこう

いうふうにやりました、ああいうふうにやりましたといっても、私たちに、説得力もない

し響かないのです。その辺十分注意しながら、ましてや今度、子供たちなんかでも修学旅
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行に行くでしょう。またその中で感染したといったら大変なことになると思うのです。そ

の辺十分注意しながら、現場の声を聞きながら、それできちんとした対策をもってやって

もらえればありがたいなと思っていますので、その辺しっかりと対応していくというふう

にお願いして、私からの質問を終わります。 

澤口委員長：ここで、先ほど小比類巻委員に対する労働費に関する質問の中で、答弁漏れ

があったようでございますので、産業観光課長から答弁願います。 

中村産業観光課長：大変申し訳ございません。先ほどの答弁の中で、訂正とあと追加だっ

たのですけれども、まず樹種なのですが松の木でして、先ほど切りっ放しというふうに言

ってしまったのですが、搬出して、その分のチップ等に利用する木材費、実際には諸経費

が５９０万円かかりまして、その木材の販売額として２４０万円分差し引いての３００万

円の補正額というふうな形になってございました。訂正して御報告いたします。よろしく

お願いいたします。 

澤口委員長：小比類巻委員。 

小比類巻委員：先ほどから何回も言っているとおり、松の木だと多分用材に使えないので

すよ。値段をさっき聞いて、そういう値段になると思うのですけれども、この間のアリー

ナのやつ、アイスアリーナの前の切った木も、俺見ればすごく安くたたかれて買わされた

のかなと思っているのです。今ちょっと、やはりウッドショックで海外から木材が入って

こないということで、すごく値段が高い。その中でやはりもう少しそういう工事、費用を

浮かさないと、もう少しこう、いろいろなところからも見積り取ってやって、少しでも三

沢市の財産をなくさないようにやってもらえればということで、要望でお願いいたします。 

澤口委員長：そのほかございませんか。舩見委員。 

舩見委員：私から３点ほど質問させていただきます。 

 ４１ページの子育て世帯臨時特別給付金について、その事業内容を詳細に御説明お願い

いたします。 

澤口委員長：市民課長。 

伊藤市民生活部参事兼市民課長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

 この給付金の趣旨といたしましては、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中

で、給食費や食材料費等の物価高騰に直面する子育て世帯に対する給付を行うことで、子

育て世帯の生活を支援するという目的で設置されてございます。給付対象といたしまして

は、昨年度、令和３年度子育て世帯臨時特別給付金と同じ対象者で、県内のゼロ歳から１

８歳までの児童を養育する児童手当の本則給付の受給者及び同等の所得の者に対して給付

するものでございます。給付額といたしましては、児童１人につき２万５,０００円となっ

ております。 

 以上です。 

澤口委員長：舩見委員。 

舩見委員：ありがとうございました。ゼロ歳から１８歳、１人２万５,０００円分、これ、

この事業についてスケジュールといいますか、いつ頃、まず本人たちが申請するのか、し

ないのか、あとは児童手当を給付、口座ありますよね。そこにもう直接、市のほうから振

り込まれるのか、どういうスケジュールなのかについてお聞きします。 
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澤口委員長：市民課長。 

伊藤市民生活部参事兼市民課長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

 給付のスケジュールですけれども、プッシュ型、いわゆる申請が必要のない、既に児童

手当をもらっている受給者に対しましては、１０月中旬をめどに通知をいたします。そし

て、１０月中には振込みをする予定となっております。このプッシュ型支給は、児童手当

を受給している、三沢市が児童手当を支給している中学生以下とその御兄弟、高校生相当

年齢の御兄弟の分をプッシュ型で支給いたします。申請が必要な申請支給ですけれども、

対象は公務員の方、あと高校生相当年齢の方のみを養育している方ということですけれど

も、この方たちにも１０月中旬に通知をいたしまして、申請がありましたら、その翌月に

は支給をしたいと思っております。 

 以上でございます。 

澤口委員長：舩見委員。 

舩見委員：ありがとうございました。令和３年度の給付事業とほぼ全く一緒のスケジュー

ルというか、システムということで理解しました。まず申請漏れ等ないように、速やかに

スピード感を持って対応、よろしくお願いいたします。 

 次に進みます。５１ページの市営牧場改修事業について、御説明を、事業の内容をお願

いいたします。 

澤口委員長：農政水産課長。 

海老名農政水産課長：市営牧場改修事業のパイプハウス土間コンクリート打設工事につい

て御説明いたします。 

 こちらは６月に補正要求させていただきましたパイプハウスの設置業務委託なのです

が、こちら１月に倒壊した小屋の仮設のパイプハウスとして６月に１,２００万円ほどの業

務委託料としてパイプハウス２００平米ほどの業務を予算要求させていただきましたが、

その中にコンクリート打設工事も一緒に予算を含めておりましたが、発注する段階で土間

コンクリート、地べたのコンクリート打設については、工事として分割したほうがいいだ

ろうということで、発注担当課と協議した結果、パイプハウス設置業務と下の土間のコン

クリート工事を別個に発注するために土間コンクリート工事費として今回要求するもので

ございます。 

澤口委員長：舩見委員。 

舩見委員：私、ちょっと理解力が弱いので繰り返しになるかもしれませんが、６月に約１,

２００万円の補正予算を組んで、パイプハウスの設置や設計の業務委託をして、その中に

土間コンクリート打設も入っていたということですか。最初、当初、６月に。 

澤口委員長：答弁願います。 

 農政水産課長。 

海老名農政水産課長：業務委託、パイプハウスの設置がメインの業務でございますので、

その中に土間のコンクリートも含んで業務として発注しようと当方としては考えておった

のですが、発注する段階でコンクリート工事については工事ということで、工事費のほう

で発注しなければいけないのではないかということになりまして、今回、業務委託と工事

費を分割させていただきました。 
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澤口委員長：舩見委員。 

舩見委員：ありがとうございます。どんな建物でも、一般住宅でも、先に下造って固めて

から上物を造りますよね。それと同じで、パイプハウスも、多分これ、仮設ではなくて、

今後もまた継続して使っていくと思うのですが、そういう中でやはり最初の、６月の１,２

００万円、今回３８５万円、結構な額。これ、忘れていたとかではなくて、工事費は工事

費で別という理解で、ちゃんと分割してこういう予算に上げなければいけないということ

なのですか。 

澤口委員長：農政水産課長。 

海老名農政水産課長：お答えいたします。 

 パイプハウスは仮設の建物ですが、１０年以上にわたって使いたいということで考えて

おります。その中で、パイプハウスですので、もう設計もすぐにできる、業務委託として

パイプハウスメーカーでもできる業務でありますので、業務委託として考えておったので

すが、ハウスですので柱を立てて、それにビニールを張る部分なのですが、その部分は業

務の中で可能でございまして、もう既に発注はしておるのですが、その後に中に土間コン

クリートというのを打設するのですが、その部分については、パイプハウスだけ建てるの

とはまた別に、コンクリートを打つ。なくてもパイプハウスとしては完結しますので。市

の業務、発注形態として業務と工事費というのが施工ごとに分かれている関係上、発注業

者も作業する業者も違ってくるだろうという。小規模であれば、一連の業務委託の中に含

めてできるものではあると思うのですが、面積も結構２００平米と大きいものですので、

こちらは土木工事なり建築工事として業者を選定したほうがいいだろうという発注担当課

の意見もいただきまして、このたび分割させていただきました。 

澤口委員長：舩見委員。 

舩見委員：ありがとうございます。業務委託と工事費と別ということで、６月の予算には

パイプハウスの支柱の下に、何ていうのですかね、基礎みたいのはもう造ってあったと。

中の土間コンクリート打設、その土ですとまた雨とか入ってきて、泥になる場合も多々あ

ると思いますので、それを防ぐためにコンクリートを敷いたということで理解しました。 

 最後になりますけれども、５７ページのみーくるの管理費で３０万円修繕しております

が、これはどこを修繕したのか教えてください。 

澤口委員長：産業観光課長。 

中村産業観光課長：ただいまのみーくるの修善料についてお答えいたします。 

 こちらの修繕料につきましては、みーくるの正面、外側から見えるデジタル時計の修繕

となっております。 

 以上です。 

澤口委員長：舩見委員。 

舩見委員：ありがとうございます。これたしか６月ぐらいだったと思うのですけれども、

市民の方から、あそこ、ちょっとデジタルの棒が１個飛んでいるということで、七夕まつ

りや三沢まつり来るのに、陸の玄関口の正面、正面って西口ですけれども、時計が見づら

いというのはいかがなものかと御指摘ありまして、そこから結構、もう三沢まつりも終わ

ってこれ修繕されていると思うのですけれども、やはりそういうものは時間がかかるもの
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なのですか。すぐ対応できなかったものですか。 

澤口委員長：産業観光課長。 

中村産業観光課長：今回の修繕料につきましては、トータルで２７万円ほどかかるという

ことで、当方で流用等可能な範囲の少額であればすぐに対応できたのですけれども、意見

をいただいてから予算取りをするためにはもう６月議会には間に合いませんで、今回の９

月議会のほうの補正予算で対応させていただいたところでございます。 

 以上です。 

澤口委員長：舩見委員。 

舩見委員：ありがとうございます。 

 いずれにしろ、今度は１０市大祭典が三沢市で開催されますので、この準備等大変だと

思いますけれども、まず玄関、陸の玄関口のデジタル時計が直ったと。時は金なりですの

で、今後もこういうことはスピード感もって対応していただくようによろしくお願いいた

します。 

 以上です。 

澤口委員長：そのほかございませんか。 

 遠藤委員。 

遠藤委員：それでは、何点か質問させていただきます。 

 最初に、先ほどの市営牧場の、５１ページになりますけれども、パイプハウスの件でい

ろいろと質問が今まで出ていましたけれども、まず私としては市営牧場のメリットはどの

ように考えているのか、市としてのメリットをお聞かせください。 

澤口委員長：農政水産課長。 

海老名農政水産課長：市営牧場のメリットについてお答えいたします。 

 市営牧場は、農家からの、農家というか畜産農家、乳牛とか肉牛とか、牛の畜産農家の

夏場の寄託といいまして、放牧することで農家が夏場、畑作とかそちらのほうに集中でき

る。いわゆる耕畜という部分で、夏場は農作物を作る、冬場になったら様子を見て牛の、

家畜を養うというような形で、夏場、農家の負担の軽減につながるというメリットが考え

られます。 

澤口委員長：遠藤委員。 

遠藤委員：ちなみに、何件の農家が、畜産農家が御利用になっていますか。 

澤口委員長：農政水産課長。 

海老名農政水産課長：農家の数ですが、正確な数字がちょっと出ないのですが、大体４０

件ぐらいだったと思います。４０件。 

澤口委員長：課長、戸数、頭数、できたら乳・肉分けて答弁してください。 

 農政水産課長。 

海老名農政水産課長：ただいま資料を持ち合わせておりませんので、後ほど正確な数字を

お届けしたいと思います。 

澤口委員長：遠藤委員。 

遠藤委員：よろしくお願いいたします。やはりどのぐらいの割合でやっているのかによっ

ても、市で持つべきなのかとか、いろいろとそこら辺の検討も必要かなと思っての質問で
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ございました。それは後でお願いします。 

 続いて、２９ページに戻りますけれども、５番の交通拠点整備事業についてお伺いいた

します。何について使われているのかをちょっとお聞きします。 

澤口委員長：政策調整課長。 

坂岡政策部参事兼政策調整課長：交通拠点整備費の負担金について御説明いたします。 

 こちらは、三沢空港振興会の負担金の内容になっております。三沢空港を活用した地域

振興のため、周辺市町村等が連携し、機能充実に関する利用促進対策を実施する負担金と

なっております。 

 以上でございます。 

澤口委員長：遠藤委員。 

遠藤委員：これは会として納めるお金ということでよろしいですか。 

澤口委員長：政策調整課長。 

坂岡政策部参事兼政策調整課長：そのとおりでございます。県、三沢市、あと関連市町村

等で負担金を集めて、三沢空港の利用促進対策に実施するお金としております。 

澤口委員長：遠藤委員。 

遠藤委員：分かりました。点検ということで書いてあったので、ちょっと分かりにくいな

と思って質問させていただきました。 

 続いて、６番のＤＸ推進事業費の部分と、その下の電子計算費について、電子計算費の

ほうではマイナスになって減っているのですけれども、上のほうは増えているという状況

なのですが、これをちょっと具体的に説明をお願いします。 

澤口委員長：ＤＸ推進課長。 

伊藤ＤＸ推進課長：ただいまの御質問に回答させていただきます。 

 電子計算費から減になっているのはちょっと二色ございまして、リモートワークシステ

ム学習業務の減額はこれ、入札の残額を減額したものでございます。その下の行政手続オ

ンライン化申請管理システム構築業務委託料とＡＩ・ＲＰＡサービス利用料について、こ

れ、昨年度はＤＸ推進課はございませんで、電子計算費の中で予算取りをしたのですけれ

ども、いわゆるデジタル改革にかかる部分の予算をＤＸ推進事業費として新たに新設いた

しましたので、こちらに移行させたというようなことでございます。ただ、行政手続オン

ライン化申請管理システム業務委託料につきまして、金額が１,０００万円程度違っており

ます。この中身につきましては、当初で予算要求させていただいた段では、その時点で国

が示していた機能の要件を全て盛り込んだ形で要求させていただいておりました。ただ、

今年度に実際に国と細かな調整を進めまして、この見積りに入っていた機能の中で電子申

請を受け付けましたとか、そういった通知をする機能につきまして、国が示した仕様では

市民の方がマイナポータルという国が設置したサイトにログインをして受理されたかどう

かを確認するというような仕様になっておったのですが、それであると、実際その申込み

した方がすぐには分からないという苦情がありまして、国にその内容、必須であるのかど

うか確認したところ、必須ではないということでしたので、その機能を外してございます。

外した代わりに、現在運用している電子申請のシステムの機能を利用しまして、電子メー

ルで受理しましたとか、そういった通知が行くような内容にシステムを変更してございま
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す。それによって、１,０００万円程度金額の差が生じているということでございます。 

 そういうのが大きなところでございます。 

澤口委員長：遠藤委員。 

遠藤委員：初めてできたＤＸ推進課なので、いろいろとまだまだこれからやっていかなけ

ればいけない部分がたくさんあるかと思います。せっかくプラスになった部分に関しては、

先進地を見てくるとか、そういうのもこの計画の中でできればいいかなと思ってございま

した。ありがとうございます。 

 続いて、同じ２９ページになるのですけれども、小さい金額ですけれども、公害対策費

についてはどのような内容なのかを教えてください。 

澤口委員長：環境衛生課長。 

種市市民生活部参事兼環境衛生課長：公害対策費の予算の内容について御説明いたします。 

 手数料として１８万２,０００円の補正額です。内容といたしましては、水質調査をする

ための費用となっておりまして、３回分の費用になっております。場所は、三沢市の天狗

森ため池の排水路の場所になります。天狗森ため池の排水路の水質を調査するための費用

となっております。 

 以上です。 

澤口委員長：遠藤委員。 

遠藤委員：ありがとうございました。 

 続いて、３７ページになります。手話言語条例制定記念講演会看板制作業務委託料とい

うことで３１万９,０００円が上がっているのですけれども、看板は何の看板になるのでし

ょうか。その講演会のための看板がこれぐらいするということでよろしいですか。 

澤口委員長：障害福祉課長。 

堀障害福祉課長：御質問の手話言語条例制定記念講演会看板制作業務委託料の看板の内容

についてお答えいたします。 

 令和３年度に施行されました三沢市手話言語条例制定記念講演会につきましては、新型

コロナウイルス感染症の影響によりまして１年延期したところでございますけれども、当

初予算で予定しておりました会場の変更、当初は国際交流教育センターのホールを予定し

ておりましたけれども、会場を国際交流スポーツセンターのメインアリーナに変更するこ

とにいたしました。そのために必要なステージの横看板、また会場の中の立て看板等の制

作業務委託料として必要になりましたので、今般の補正で提出をさせていただいたところ

でございます。 

 以上でございます。 

澤口委員長：遠藤委員。 

遠藤委員：講演会開催のための看板で、それだけの看板で結構値段がかかっているのだな

という思いで、どんな立派な看板が立つのかなと楽しみですが、それはいつやるのでしょ

うか。 

澤口委員長：障害福祉課長。 

堀障害福祉課長：開催予定日でございますけれども、本年の１１月２０日を予定しており

ます。なお、看板につきましては、国際交流教育センターであればステージ上に設置でき
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る看板がございますけれども、スポーツアリーナは、看板を立てるような設備がないもの

でございますから、アリーナ内にその仮設のステージを設置いたしまして、その上に立て

る横看板と、あと会場を案内するための入り口立て看板、また併せて、先ほど申しません

でしたけれども、公演タイトルの垂れ幕と、併せて横看板が種類といたしまして１件、入

り口の立て看板が３件、あと講演タイトルの垂れ幕が２件、またデータ制作費等全部含め

まして、今回、３１万９,０００円を要求させていただいたところでございます。 

 以上でございます。 

澤口委員長：遠藤委員。 

遠藤委員：丁寧な説明、ありがとうございます。 

 続いて、４９ページで、先ほど市民の森の伐採の件なのですけれども、そもそもこの伐

採についての労働費としての考えというのがなぜなのかちょっと分かりにくかったのです

けれども、何かそれについて説明はありますか。 

澤口委員長：産業観光課長。 

中村産業観光課長：市の施設の特徴といえばあれなのですけれども、財源による部分が結

構多くございまして、こちら市民の森のうちの運動場等なのですが、勤労青少年体育施設

というふうな形になってございまして、通常の観光施設等であれば商工費のほうに変わる

のですが、こちらは厚労省関係の補助事業等で整備された施設なものですから、労働費の

ほうに組み込まれておりまして、それをずっとそのまま継続させていただいているという

状況です。 

 以上です。 

澤口委員長：遠藤委員。 

遠藤委員：ちょっと違和感があったので、今後、もしその分かりにくい部分に関しては、

今までどおりというのではなく、直すべきものは改善していけばいいかなと思っておりま

す。これは要望です。 

 最後になりますけれども、７１ページになります。市民プールの運営費に関する経費の

修繕料について内容を教えてください。 

澤口委員長：市民スポーツ課長。 

根岸市民スポーツ課長：ただいまの質問にお答えいたします。 

 修繕の内容ですけれども、プールの浄化槽流量ポンプであったり、ヘッダーバルブとか、

そういったもろもろの部品の交換であったり修繕となっております。 

 以上です。 

澤口委員長：遠藤委員。 

遠藤委員：そこは、ちょっと先になのですけれども、温水プールのところですか。 

澤口委員長：市民スポーツ課長。 

根岸市民スポーツ課長：温水プールの修繕となっております。 

澤口委員長：遠藤委員。 

遠藤委員：分かりました。何か温水プールは、名前として市民プールという形ではなかっ

たので、もしかしたら今の旧……滝の沢のところにあるプールのことなのか、壊す予定な

のに何を修繕するのかなという思いでお聞きしました。 
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 以上です。 

澤口委員長：ここで、遠藤委員の農場費に関する答弁が残っておりました。準備できてい

ますか。 

 農政水産課長。 

海老名農政水産課長：すみません、遅くなりました。 

 市営放牧場の放牧頭数関係ですが、市営放牧場は、昨年度の実績でありますが、昨年は

５月１０日から１１月１９日まで１９４日間開業しておりまして、延べ２万４,８５５頭、

平均しますと１日平均１３０頭放牧されております。 

澤口委員長：よろしいですか。 

 それでは、そのほかございませんか。 

 佐々木委員。 

佐々木委員：それでは、私のほうから３点ほど質問させていただきます。 

 まず２９ページの女性政策推進事業費、これ今回、地域女性活躍推進業務委託料３１９

万５,０００円と増額補正になっておりますけれども、これについて説明をお願いします。 

澤口委員長：広報広聴課長。 

東広報広聴課長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

 この事業は、内閣府で実施している女性活躍推進交付金を活用して行う事業で、困難や

不安を抱える女性の相談支援について社会福祉法人と連携して行うものでございます。具

体的には、来所や訪問による相談支援、生活必需品の提供、また自立を促すための人材育

成事業が主なものとなっております。 

 以上でございます。 

澤口委員長：佐々木委員。 

佐々木委員：ありがとうございました。 

 内閣府の助成金を活用するということで今回の補正になったということは、国のほうか

らの通知があってということなのでしょうか。 

澤口委員長：広報広聴課長。 

東広報広聴課長：お答えいたします。 

 昨年度末に申請させていただきまして、今年度６月に交付決定されたものでございます。 

 以上でございます。 

澤口委員長：佐々木委員。 

佐々木委員：分かりました。ありがとうございます。今年、第３次ハーモニープランとい

うのを策定しておりますので、男女共同参画の実現ということで、さらに取り組んでいた

だきたいと思います。 

 それでは次に、先ほど遠藤委員のほうからも質問ちょっと出たのですけれども、三沢空

港振興会負担金について、もう一度ちょっとお聞きしたいと思います。負担金の内容とし

て、補正等の負担金として利用促進、空港の利用促進等に活用されるということでござい

ました。それで、当初にも予算化されているのですけれども、今回、さらに１,０００万円

追加となったその理由というか、その内容について、どういう事業に取り組むのかお知ら

せ願いたいと思います。 
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澤口委員長：執行部のほう、飛行騒音がうるさいですが、ちゃんと確認できてますね。 

 政策調整課長。 

坂岡政策部参事兼政策調整課長：三沢空港振興会負担金の内容等について御説明いたしま

す。 

 まずは、今回、三沢空港振興会、当初１,４６４万５,０００円計上しております。今回、

それに１,０００万円プラスするという補正になっております。その内容といたしまして

は、まずは着陸料の助成、これは通常、三沢空港までＪＡＬが使っておりますので、ＪＡ

Ｌのほうで着陸するたびに着陸料というものをお支払いします。それに対して、政策コン

テストの中で着陸料のＪＡＬの負担を１割にするということが決められておりますので、

それに伴って１割負担するのですが、昨年度に比べ国の負担の割合が非常に落ちたために、

ＪＡＬの負担の割合が上がっております。それに対して、三沢市の負担を増して着陸料を

１割に抑えるというために着陸料の助成が増となっております。あとは、増便ＰＲ及び三

沢周辺の観光ＰＲ、それと旅行商品の造成支援、あとは、米軍三沢基地及びインバウンド

の利用促進、それとチャーター便ということで、この５事業を計２,０００万円増額計上し

ておりまして、うち青森県が１,０００万円、三沢市が１,０００万円という増にしておりま

す。 

 以上でございます。 

澤口委員長：佐々木委員。 

佐々木委員：ありがとうございました。政策コンテストの関係もあるというふうなことで、

５事業、県と合わせて２,０００万円の事業ということで、利用促進策に使われるというこ

とでございます。それで、今、政策コンテストというお話が出たのですけれども、実際Ｊ

ＡＬの三沢－羽田線、１往復分のトライアルが確保されていて、４便往復運航されている

のですけれども、今年の３月から評価期間に入っているということで、来年３月まで１年

間、このスカイマークの下地島－羽田線と、運航実績などを争った上で便数が維持される

かどうか決まるというふうなところで認識しております。 

 そこでちょっと教えていただきたいのが、この評価はどのように行われるのか。つまり、

政策コンテストのときは、提案内容、各自治体だとか、提案内容を委員が採点して、点数

をつけて、三沢が５位、下地島が６位だったと。僅差だったからということで、こういう

トライアルということで、今、やっているのですけれども、今回は利用実績が多ければと

か、目標に近ければいいのかだとか、下地島と比べてどうであればいいのかだとか、その

辺の評価のポイントだとかというのは、こちらのほうでは分かっているのでしょうか。お

願いします。 

澤口委員長：政策調整課長。 

坂岡政策部参事兼政策調整課長：ただいまの政策コンテスト、トライアル運航の内容につ

いて御説明いたします。 

 県、あとＪＡＬ、あと三沢市のほうでも、このコンテストの内容について国土交通省に

問い合わせておりまして、あまりはっきりとは御回答いただけないのですけれども、まず

は政策コンテストに対する、要は実施状況です。ですので、搭乗率、搭乗数だけではなく、

政策コンテストで上げたものをどれだけ実施しているかといった内容も精査されるという
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ことですので、単なる数字ではなくて。一番言われているのは、空港会社、ＪＡＬ、あと

県、三沢市、これがどれだけ一緒になって行っているか、その政策の内容だということは

言われております。 

 以上でございます。 

澤口委員長：佐々木委員。 

佐々木委員：ありがとうございました。今のお話であれば、最終的には、やはり政策コン

テストに提案した内容というのをどれだけ実行されているか、ＪＡＬ、県、そして三沢市、

どれだけタッグを組んで取り組まれているかということが評価になるということで、最終

的にはやはり点数つけられるということだと理解をいたしました。そのために今回の補正

ということで、さらに取組を進めるというふうな補正予算だったと思います。ちょっとこ

れまで新聞報道とかで確認された利用率向上のための取組として、ＪＡＬ、三沢空港発着

で遊覧チャーターを実施しただとか、ＪＡＬＭａａＳのサービスだとかといったものがニ

ュース等で確認できましたけれども、そのほか利用率向上のために新たに取り組んだもの

だとか、特に力を入れてやっているところだとかというのはございますか。教えていただ

きたいと思います。 

澤口委員長：政策調整課長。 

坂岡政策部参事兼政策調整課長：ただいまの利用率向上に向けた取組について御説明いた

します。 

 まず、一番取り組んで数字として現れているのが、旅行商品の造成事業でございます。

これにつきましては、県と三沢市と各空港に行って、ＰＲ、旅行商品の造成のお願い、旅

行代理店等にも回っていろいろとＰＲをしております。その結果ですけれども、例えばコ

ロナの影響がなかった令和元年度は、まずは空港、三沢空港発着を利用していただいた空

港は８空港でした。それに対して、今年度は、コロナの影響ありながらも１４空港からの

発着ということで、６空港増しております。また、搭乗数につきましても、令和元年度は

３,９０８人、前半、上半期で３,９０８人が御利用いただいていたのが、今年度、令和４年

度の前半、上期では３,７３３人ということで、こちらも造成効果が非常に出ているかなと

思います。まずはそういったように、県と三沢市でいろいろとタイアップして、県のほう

は知事も出向いていただいていますし、我が市のほうも市長が伊丹に行ったり東京のほう

に行ったりというふうにＰＲ活動しております。 

 以上でございます。 

澤口委員長：佐々木委員。 

佐々木委員：ありがとうございました。旅行商品造成など効果が現れているということで、

ぜひともこの今回の補正予算含めて、ラストスパートをかけて、何とか４便枠確保、獲得

できるように頑張っていただきたいと思います。これは要望して終わります。 

澤口委員長：特に市長から発言がございます。 

 市長。 

小檜山市長：今の佐々木委員からの御質問に付け加えたいと思うのですけれども、今、考

えているのは、ただ単に搭乗率、搭乗数のみではなく、いかに地元の自治体、あるいは企

業が一体となってこれを要望していく。なぜならば、東京での誘致が今よりもより早い時
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間、より遅くなる時間などになることによって観光にしろビジネスにしろ、範囲が広がる

わけです。今、沖縄県の宮古島にあります下地島空港と競争して、沖縄というとやはり観

光が強いわけですよ。それで、前回の審査、大体同等数。それで本当はちょっとでも勝ち

は勝ちなのですけれども、そういうふうに決まったかと思うのですけれども、それをもう

１回上げる、肉薄しているからもう１回やるというのは、私にしてみれば、本当は納得い

かないわけです。でも、そういうふうにしてやるということで……。では、この空港は観

光よりビジネスに強いからということで、直接日本原燃のほうに行ったり、その後にクリ

ハラントという下請けの会社にあたったり、それから各自治体、むつ市役所、それから直

接は八戸市役所に行って、羽田以西のほうに利用する場合はぜひ羽田まで利用してもらっ

て、熊谷市長にもお願いしてきまして、チャーター飛行機の部分では実績を上げるように

頑張ってもらって、もちろん県も、それからＪＡＬも、そしてまた三沢市も一体となって

……。ただ、やはり気になるのは、今、下地島はゼロなのです。１便もない。三沢は３便

が。そうすると心情的に三沢３便もあるのだから１便くらい下地島にくれてやってもいい

のではないかということで、そういう心情的なもので決められれば困ります。前に小比類

巻前議長が言いましたけれども、これどっちもオーケーになればいいな、私も本当はそれ

を望んでいるのですよ。ところがやはりなかなかそうもいかないみたいで、やはり決める

と。契りをとるためにも今観光課、そして施設、電力会社頑張っているところでございま

す。３月２７日から来年の３月２７日までの１年間でありますので、もう少し努力します

のでよろしくお願いいたします。 

澤口委員長：佐々木委員。 

佐々木委員：ありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。 

 最後になります。６７ページの中学校管理費で、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理業務委

託料、それについてちょっと説明お願いしたいと思います。 

澤口委員長：教育総務課長。 

岡部教育委員会事務局参事兼教育総務課長：ただいまの佐々木委員からの御質問にお答え

いたします。 

 ポリ塩化ビフェニルの概要ですが、令和２年度に発生した照明器具の安定器を処分する

もので、高濃度のＰＣＢの処分については、今年度いっぱいに処分する必要があるという

ことから、今回要求したものでございます。 

 以上です。 

澤口委員長：佐々木委員。 

佐々木委員：ありがとうございました。法律等に基づいてしっかりと最終処分ということ

でございます。参考までに、これ以外にはもうないということでよろしいでしょうか。 

澤口委員長：教育総務課長。 

岡部教育委員会事務局参事兼教育総務課長：昨年度までに処分しなければならない変圧器

とかコンデンサーの部分は、もう昨年度に処分済みでございます。今現在、古い小中学校、

ほとんど当たっていますけれども、今現在はもう出てこないということで、恐らくもう高

濃度に関しては出てこないのではないかなということでこちらは把握しております。 

 以上です。 
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澤口委員長：そのほかございませんか。 

 堤委員。 

堤委員：すみません。概要書の総務費の３億８,０００万円ですが、これの内訳というか、

おおよその内容と、これがもしここに書いてあるとおり改修事業とすれば、それは工事費

と捉えることができるとすれば、工事費の中に、一般管理費とか何とか管理費とあります

けれども、あえてこの教育費の中に管理費というのを設けているその訳について、まずは

御説明いただきたい。 

澤口委員長：市民スポーツ課長。 

根岸市民スポーツ課長：御質問にお答えいたします。 

 まずはこの基金費のほうですけれども、改修事業なので、これは工事費なのですけれど

も、東北防衛局のほうからこの交付金を基金に積み立てて実施しなさいという指導がござ

いまして、今年度急遽基金を積み立てることといたしております。下の管理費のほうなの

ですけれども、基金を積み立てることによりまして、工事の年数がちょっと増えておりま

す。１年、当初３か年度だったのですけれども、４か年度になっております。それにより

まして、なるべく利用者の方たちに不便を来さないように、本来であれば１１月からアイ

スアリーナを閉館する予定だったのですけれども、冬の期間は閉じずに開けるということ

にしたものですから、こちらの管理費として、燃料費であったり窓口の受付委託料とか、

そういったものを補正して増額しております。 

 以上です。 

澤口委員長：堤委員。 

堤委員：総括的にというか、大体今までどおりの考え方で言うと、この３億８,０００万円

プラス４,０００万円が、今回のアリーナに関する補正予算というように考えて、一般的な

市民から見た目でいいかどうか、そういう考え方でいいかどうか。 

澤口委員長：市民スポーツ課長。 

根岸市民スポーツ課長：管理費とこちらの基金のほうとは、ちょっと別に考えていただけ

ればと思いますけれども、基金はあくまでも工事費で、こちらの管理費はアイスアリーナ

の運営費という形で捉えていただければと思います。 

 以上です。 

澤口委員長：堤委員。 

堤委員：分かりました。それで、その工事費とするならば、詳細は分かるの、内容は分か

るのですか。工事の、入札が何か終わらないと、この中身については話されないのですか。 

澤口委員長：市民スポーツ課長。 

根岸市民スポーツ課長：工事の中身につきましては、建築工事と、あと機械設備工事、あ

とは電気設備工事とありますけれども、今年度は取りあえず基金は積むだけにはなるので

すけれども、今年度、取りあえず、取りあえずではないですね、照明ですね、照明を一部、

全部交換いたします。あとは次年度ですね、次年度に建築工事や機械設備工事について発

注したいというふうに考えております。 

 以上です。 

澤口委員長：堤委員。 
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堤委員：この３億８,０００万円の中で、今の建築工事、機械設備をやるということで、３

月３１日までは工事はできないわけですよね。まだまだ続くわけですよね。これは今年度

中の補正予算、予算額というふうに考えて、４か年であれば、その後、工事費がまた１年

ごとに追加していくということですか。もしそうだとしたら、４か年で総額どのぐらいを

予定しているものなのですか。あるいは、その３億８,０００万円で全部４か年やるのか、

その辺はどういうことでしょう。 

澤口委員長：市民スポーツ課長。 

根岸市民スポーツ課長：御質問にお答えいたします。 

 すみません、補正予算書の４ページをちょっと御覧いただきたいのですけれども、アイ

スアリーナの継続費を補正させていただいております。現在、工事費の総額といたしまし

ては、約１１億円を考えております。この今回積み立てる基金は、この１１億円の工事費

に充てるためのものでして、まず、今年度はまず３億８,０００万円、また次年度に基金を

積んでいくという形で考えております。積み上げたものを徐々に取り崩してこの工事費に

充てていくという考え方になっております。 

澤口委員長：堤委員。 

堤委員：総額１１億円ぐらいかかるであろうということですね。それで、さっき、今年度

収入がね、１億１,０００万円だか、１,０００万円だか、ちょっと聞き漏らしたけれども、

減額になるということの、そこについてまず説明いただきたいと思います。 

澤口委員長：市民スポーツ課長。 

根岸市民スポーツ課長：工事費の減額についてでよろしかったですか。 

堤委員：いや、教育費か何かの部分だと思うのだけれども。減額の説明しませんでしたか。

収入か何かの。 

根岸市民スポーツ課長：工事費につきましては、当初、全ての三つの工事、それを発注す

る想定で当初予算を組んでおりました。東北防衛局のほうから基金を積みなさいというお

話がありまして、今年度中に工事を発注するというのは難しくなりました。もともとは、

ちょっと話がややこしくなりますけれども、防衛の交付金である意味交付申請して、実績

を年度中にやるというのを３回繰り返すということを想定して当初予算は組んでいたので

すけれども、これができなくなりましたので、今年度は照明の工事のみということで、減

額しております。 

 以上です。 

澤口委員長：堤委員。 

堤委員：少し工事が延びたと。延期になったのはいいこともありまして、、アイスアリー

ナの閉館があまり長すぎると、あそこで競技をしている子供たちが競技をやめてしまう傾

向があって、通える子供は八戸に行ったりするのだけれども、通えない子供は、競技をや

めるという弊害があったのだけれども、１月までリンクが使えるということでやめないで

済んだという子供もいまして、それはよかったなというふうに思っていますけれども、４

か年で工事をして、次の冬の国体がありますよね、４年後に。来年の１月は八戸でやって、

もう４年後にまた八戸でやりますけれども、それまでに工事期間が延びたとしても間に合

うものですか。 
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澤口委員長：市民スポーツ課長。 

根岸市民スポーツ課長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

 一応、工期としては、冬の国体に間に合う工期となっております。もちろん、当然間に

合わせなければいけないと思っておりますので、そのあたりを調整して進めていきたいと

思っております。 

 以上です。 

澤口委員長：堤委員。 

堤委員：市長さん、フィギュア、あの競技、好きですか。 

 三沢でも、その一流のフィギュア競技を見られるチャンスがあるという施設が。専門に

やっている人達がいるのですよ。せっかく４年かけて期待度が大きいところがありまし

て。しかしながら、心配するのが、フィギュアの大きな大会をやるには、今のアリーナだ

と天井の暗幕というスクリーンがないからできないということが言われているのですよ。

これらに、このことについては、今度の新しい、新しくなるアリーナは設置されるもので

しょうか。 

澤口委員長：市民スポーツ課長。 

根岸市民スポーツ課長：ただいまの質問にお答えします。 

 今回の工事は、設備とか照明とかそういったものでして、外側、例えば天井であったり

とか、そういったものは含まれておりません。 

 以上です。 

澤口委員長：堤委員。 

堤委員：それは、言葉足らずで申し訳なかったのだけれども、この４年間の工事の中で、

完成の暁には今まで不便をかけていたフィギュアの大きな大会をやるためにも必要なスク

リーンというのは、計画の中にあるかどうかということを尋ねるつもりでした。その範囲

で、答弁。 

澤口委員長：市民スポーツ課長。 

根岸市民スポーツ課長：ただいまの質問にお答えいたします。 

 まずは国体が開催できる規格ということでやっておりまして、その後、そういったショ

ーができるのかどうかというのは、検討してまいりたいと思います。 

 以上です。 

澤口委員長：堤委員。 

堤委員：一気にショーができるとかではなくて、施設としてそういうものの設備をできる

かどうか。期間はいつかは分からないけれども、使用する関係団体の説明会というか、会

合を開いてもらいましたよね。大変ありがたかったのですけれども。そのときもいろいろ

意見が出たと思うのですけれども、いろいろ予算もあるでしょうが、それが備わることに

よって、今、盛岡、それから新井田まで来ているアイスショーが三沢でも開けるというこ

とになるのだけれども、ぜひともこの後、工事あるいは設備を考えていく上で、ぜひとも

そのことを市として考えていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

澤口委員長：市民スポーツ課長。 

根岸市民スポーツ課長：ただいまの質問にお答えいたします。 
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 どういった規格であればできるかというのも含めまして、いろいろ検討させていただき

たいと思います。 

 以上です。 

澤口委員長：堤委員。 

堤委員：八戸にある新しいアリーナ、あれを参考にしてほしいとは言いません。新井田か

盛岡の施設で十分だと思いますので、ぜひ参考にして、三沢市でも考えてもらいたいと思

います。 

もう一つは、これまでもアリーナ、建設から３０年ぐらいたっているのかな。３０年以

上。当初のアリーナは、全然すばらしいものだということであって使用してきたのだけれ

ども、使っていくうちにいろいろ弱点というか、現れてきて、夏場で、夏の練習、いろい

ろな団体がアイスホッケーも含めて使用したいということで、夏場の開業、開館もしてい

るわけですけれども、夏場にもやがかかって危険だと。安全なリンクではないという、こ

れはアイスホッケーも、それからフィギュアも両方なのですけれども、それを解消するた

めに除湿器が必要だという話は聞いていますか。今度の建設に当たって、改修に当たって。 

澤口委員長：市民スポーツ課長。 

根岸市民スポーツ課長：ただいまの質問にお答えいたします。 

 夏場はもやがかかるという現状は、はい、私も把握しております。あの建物の構造上、

そのもやを消すというのは、ちょっと現実的に難しいという話をいただいております。除

湿機の話も聞いておりますけれども、あの規模ですと除湿がちょっと難しいということも

ちょっと聞いておりまして、あのもやを消すためには、天井の構造とか、そういったもの

を変えていかなくてはいけないのですけれども、現実的にそれがちょっと難しいというの

もございます。なので、今後、そういった現状がなくならないという場合であれば、やは

り夏の期間は使わないとか、そういったこともちょっと含めて検討したいとは考えており

ます。 

 以上です。 

澤口委員長：堤委員。 

堤委員：せっかく開設以来、こんな大規模な改修工事、１１億円上回るように使って改修

したけれども、使い勝手が悪い、前と同じだとか、前よりも悪いとかいうのがあっては、

せっかくの改修工事も何のためだったのだということになりかねないわけです。それで、

今のあれでいくと、除湿機というのは、三沢市の関係者がイメージをするのは高い、無理

だという固定観念というか先入観があまり強すぎると思っているのです。新井田のリンク

ももやがかかるそうです。だけれども、工夫して、スポーツ施設の会社であれば、とても

値段が張るということで、農業関係の機械を使って、十分間に合っているというような、

実際に活動している人たちの話。ですので、最初から決めつけないで、このもやが出ない

ようにするために、それから今よりもいっぱいこの施設に来て、三沢市の冬のスポーツの

確立のためにこの施設を、使いやすい、使い勝手のいい施設にしていこうということであ

れば、もう少し近隣の運用状況などを勉強、研修して、そしてそういうふうな工夫されて

いる施設を見て、幾分でも安価なものをそろえることによって、多分冬場にホッケーであ

るとか、大学とか社会人とか、また小・中・高、それらの合宿等の三沢に来る機会が十分
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ある。フィギュアも同じです。ただ、問題は、その２点をクリアできるかどうか。そうす

ると、先ほど市長も好きか嫌いかと言えば好きだということですので、三沢に冬の大事な

スポーツが増えて、そして大きな大会も来られるようになると思いますので、まだ時間が

あるから、ぜひ近隣とか、先進地を見ながら、取り入れるべきものは取り入れるように努

力をしていってほしいと思います。 

 全体計画の１１億円を計画するに当たって、ショートトラックのマット、ありますよね。

リンクに貼ってある、危険防止のためのマットですけれども、あれも大分古くなっている。

次の国体のショートトラックの会場なのですよね。予定では、三沢は。そうすると、あの

マットもぜひとも考えるべき項目になると思うのだけれども、これらは検討というか、そ

の全体計画の中にあるのですか、ないのですか。 

澤口委員長：市民スポーツ課長。 

根岸市民スポーツ課長：ショートトラックのマットということなのですけれども、この工

事には含まれていないのですけれども、私もちょっと認識不足でしたので、現状を見て、

必要であれば取り入れたいと思っております。 

 以上です。 

澤口委員長：堤委員。 

堤委員：全部の補正予算の中ではないかもしれませんけれども、次々と工事が、１年１年

これからやられていく上で、なるべく早く市の意向に、計画に、現場の競技する子供たち

や関係者も早く使いたいという思いで質問していますので、ぜひとも忘れずに、次の段階、

あるいはその次の段階で考慮していただけますように、よろしくお願いをして終わります。

ありがとうございました。 

澤口委員長：そのほか、ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

澤口委員長： 質疑を終結します。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

澤口委員長：討論を終結します。 

 採決します。 

 議案第４７号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

澤口委員長：御異議なしと認めます。 

 よって、議案第４７号令和４年度三沢市一般会計補正予算（第５号）は、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第４８号令和４年度三沢市水道事業会計補正予算（第１号）を議題といたし

ます。 

 当局の説明を願います。 

 上下水道部長。 

織笠上下水道部長：議案第４８号令和４年度三沢市水道事業会計補正予算（第１号）の概

要について御説明申し上げます。 
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 今回の補正では、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化している状況の中、原油を

はじめとする物価高騰に対する生活支援として、国の新型コロナウイルス感染症対応地方

創生臨時交付金を活用し、水道料の基本料金を本年１２月と翌年１月の２か月免除するた

めに必要な予算を計上いたしました。 

 予算書の１ページを御参照願います。 

 初めに、第２条は、収益的収入及び支出の予定額の補正であります。収入につきまして

は、営業収益において新型コロナウイルス感染症対策により水道基本料金を２か月免除す

ることに伴う、減収分として６,１５４万７,０００円を減額するものであります。営業外収

益においては、新型コロナウイルス感染症対策による水道料金減免に要する経費として、

一般会計からの補助金６,２４０万円を増額するものであります。事業収益の既決予定額と

の累計では、９億４１６万円となったところであります。 

 支出につきましては、営業費用において新型コロナウイルス感染症対策による水道料金

減免に伴う料金システム改修業務に係る費用として８５万３,０００円を増額するもので

あります。事業費用の既決予定額との累計では、８億１,２４６万２,０００円となったとこ

ろであります。 

 第３条は、他会計からの補助金を６,２４０万円とするものであります。 

 以上が、令和４年度三沢市水道事業会計補正予算（第１号）の概要であります。よろし

くお願い申し上げます。 

澤口委員長：それでは、質疑を行います。ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

澤口委員長： 質疑を終結します。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

澤口委員長：討論を終結します。 

 採決します。 

 議案第４８号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

澤口委員長：御異議なしと認めます。 

 よって、議案第４８号令和４年度三沢市水道事業会計補正予算（第１号）は、原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 以上で、本委員会に付託された議案の審査は全て終了いたしました。 

 これをもって、予算審査特別委員会を閉会いたします。 

 御協力、ありがとうございました。 

午前１１時３９分 閉会   

 

以   上 

 

委 員 長   澤 口 正 義   


